
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ

７５
る
場
合
は　

歳
）
以
上
の
方
は

６５

現
在
、
国
民
健
康
保
険
や
被
用

者
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
制
度

に
加
入
し
な
が
ら
老
人
保
健
制

度
で
医
療
を
受
け
て
い
ま
す
が
、

平
成　

年
４
月
か
ら
は
そ
れ
ら

２０

を
脱
退
し
、「
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
」
に
移
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

新
し
い
制
度
の
目
的
は
？

国
民
皆
保
険
を
維
持
し
、
医

療
保
険
制
度
を
将
来
に
わ
た
り

持
続
可
能
な
も
の
と
し
て
い
く

た
め
に
、
高
齢
化
社
会
に
対
応

し
た
仕
組
み
と
し
て
、
独
立
し

た
医
療
制
度
を
創
設
す
る
も
の

で
す
。

対
象
者
（
被
保
険
者
）
は
？

▽　

歳
以
上
の
高
齢
者

７５
▽
一
定
の
障
が
い
の
あ
る　

歳
６５

以
上　

歳
未
満
の
方

７５

制
度
の
運
営
主
体
は
？

▽
財
産
運
営
・
資
格
管
理
は
、

道
内
全
１
８
０
市
町
村
が
加
入

す
る
「
北
海
道
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
」
が
行
な
い
ま
す
。

▽
保
険
料
の
徴
収
や
窓
口
業
務

は
、
各
市
町
村
が
行
な
い
ま
す
。

保
険
料
は
？

個
人
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
保

険
料
を
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り

が
支
払
う
こ
と
と
な
り
、
原
則

と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
（
所
得
の
低
い
方
は
、
世

帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険

料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
）
。
ま
た
、

健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険

の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
も
保
険

料
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（
２
年
間
軽
減
さ
れ
る
経
過

措
置
が
あ
り
ま
す
）
。

保
険
料
率
は
、
平
成　

年　
１９

１１

月
に
開
催
予
定
の
「
北
海
道
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
会

議
」
で
保
険
料
条
例
を
制
定
し
、

決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
は
？

現
行
の
老
人
保
健
制
度
と
同

様
に
、
１
割
負
担
（
た
だ
し
現

役
並
み
所
得
者
は
３
割
負
担
）

と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
北
海
道
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局
、

ま
た
は
役
場
保
健
福
祉
課
介
護

医
療
係
（　

‐
２
２
１
１
）
ま

５２

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

毎
年
６
月
に
民
生
委
員
が
各

戸
を
訪
問
し
、
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
し
た
「
高
齢
者
実
態
調

査
」
は
、
本
年
度
か
ら
住
民
健

診
な
ど
の
機
会
に
介
護
予
防
の

チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
実
態

を
把
握
す
る
方
法
に
変
更
し
ま

す
。
こ
の
調
査
方
法
の
変
更
に

よ
り
、
介
護
保
険
の
対
象
者
や

虚
弱
者
へ
の
対
応
を
早
期
に
行

い
、
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い

よ
う
支
援
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

介
護
上
心
配
な
事
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
近
く
の
民
生
委
員

や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平
成　

年
度
の
情
報
公
開
お

１８

よ
び
個
人
情
報
保
護
制
度
に
係

る
開
示
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
情
報
公
開
お
よ
び
個
人

情
報
保
護
制
度
は
、
町
民
の
知

る
権
利
と
個
人
情
報
の
適
正
な

取
り
扱
い
を
定
め
、
開
か
れ
た

町
政
を
進
め
て
い
く
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
は
総
務
課
総
務
係
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

例
年
、
上
川
管
内
の
求
人
申

込
み
の
時
期
が
管
外
企
業
に
比

べ
遅
い
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
た

め
地
元
へ
の
就
職
を
希
望
し
な

が
ら
も
、
や
む
な
く
管
外
企
業

に
応
募
す
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ

ま
す
。
若
い
力
が
企
業
に
活
気

と
活
力
を
与
え
ま
す
。
ぜ
ひ
優

秀
な
人
材
を
地
元
に
確
保
す
る

た
め
、
早
期
の
求
人
申
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。

旭
川
地
方
法
務
局
富
良
野
出

張
所
の
統
合
に
伴
い
、
地
域
住

民
の
皆
さ
ん
が
地
元
郵
便
局
な

ど
か
ら
各
種
証
明
書
の
交
付
申

請
が
で
き
る
よ
う
に
富
良
野
郵

便
局
に
登
記
事
項
証
明
書
（
登

記
簿
謄
本
・
抄
本
）
交
付
申
請

用
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
設
置
し

ま
し
た
。

ま
た
、
幾
寅
郵
便
局
、
役
場

総
務
課
管
財
経
理
係
、
商
工
会

に
登
記
事
項
証
明
書
な
ど
の
交

付
申
請
書
と
往
復
用
の
封
筒
を

備
え
付
け
ま
し
た
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※
請
求
で
き
る
証
明
書
、
請
求

で
き
る
区
域
、
手
数
料
、
郵
送

料
な
ど
の
詳
細
は
、
旭
川
地
方

法
務
局
旭
川
東
出
張
所
（�
０

１
６
６
‐　

‐
３
３
０
１
）
に
お

２４

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

総
務
課
（
総
務
係
）

�
　

‐
２
１
１
２

５２

情
報
公
開
お
よ
び
個
人
情
報
保
護
の

開
示
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

旭
川
地
方
法
務
局
旭
川
東
出
張
所

�
０
１
６
６
‐　

‐
３
３
０
１

２４

登
記
事
項
証
明
書
の
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
装
置
と
郵
送
に
よ
る
交
付
申
請

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局

�
０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
６
０
１

お
年
寄
り
の
医
療
制
度
が

変
わ
り
ま
す

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

�
　

‐
２
２
１
１

５２

「
高
齢
者
実
態
調
査
」

が
変
わ
り
ま
す

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
富
良
野

�
０
１
６
６
‐　

‐
４
１
２
１

２３

来
春
卒
業
の
高
校
生
の
求
人
受
付

が
６
月　

日
か
ら
始
ま
り
ま
す

２０

平成２０年３月新規高等学校卒業者
の求人受理・選考開始期日

６月２０日　　求人受理開始

７月１日以降求 人 票 返 戻

９月５日　　推 薦 開 始

９月１６日　　選考・内定開始

『無料登記相談所』
今月の開設日

６月２７日�
時　間
　１０時 → １６時

場　所
　富良野文化会館


